
スマート農業・省力化技術導入支援事業補助金

概要

対象者 対象事業／対象経費 補助率（上限など）

担い手の減少、高齢化等による労働力不足を背景として、効果的なスマート農業の導入や農
作業における省力化は、今後の農業経営の継続に不可欠です。今年度は、GPSガイダンス・自
動操舵システム又は水田の水管理システムを導入する経費を補助します。

旭川市内に住所を有する
農業者

・自動操舵システム/水田の水
管理システムの導入に必要な
経費
・設置に係る費用及びRTK基
地局に係る費用は対象外

・対象経費の１／２以内
・１２５万円以内（自動操舵システ
ム）

・５０万円以内（水管理システム）

その他

本事業は、市内４農協（JAあさひかわ、JA東旭川、JA東神楽、JAたいせつ）を補助事業者とし、
補助金が各農協を通じて農業者に交付される間接補助事業です。

連絡先 農業振興課 生産振興係 電話 0166-25-7470 メール nougyousinkou@city.asahikawa.lg.jp
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